
　　

北　海　道　森　町

令和 ８ 年度

森町特定環境保全公共下水道赤井川
枝線管渠新設工事（第１工区）

特　　記　　仕　　様　　書



　仕　　　様　　　書　

　本工事は、北海道建設部監修による「土木工事共通仕様書」と（財）下水道新技術推進機構発行の「下水道土木工事必携（案）」及び

「特記仕様書」を適用する。



　　

・本工事の写真提出は別紙「提出写真確認一覧表（参考資料）」による。

総　　　　　　　則

・本工事は、設計書、設計図、契約総則、工事施工規定及び契約書によって施行しなければならない。又、これらに明記されてい

・設計内訳書、設計図及び仕様書において、施工上明瞭でない箇所又は疑義を生じた場合は、工事監督員の指示するところによる。

ない場合でも工事の施工上当然必要な事項は、工事監督員の指示に従って、受注者の責任により施工するものとする。

・本工事は、北海道建設部監修による「土木工事共通仕様書」と（財）下水道新技術推進機構発行の「下水道土木工事必携（案）」

・本工事の提出書類は別紙「提出書類確認一覧表（参考資料）」による。

を適用する。（各最新版）



　一　　般　　事　　項　

１．本設計図書中に明示した記載事項における疑義については、事前に監督員と打ち合わせのこと。

２．各特記仕様については別紙のとおりである。

３．工事の施工にあたり労働災害及び交通事故の防止に努めるものとする。



　特　　　記　　　仕　　　様　　　書　



完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日工事【現場閉所】の実施について

１．本工事は、完全週休２日（土日）及び月単位の「週休２日工事」の対象工事である。

２．受注者が完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して完全週休２日（土

　日）及び月単位の週休２日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日での施工を行　を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日に取り組む旨の協議を行い、

　う工事である。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても通期の週休２日による施工を行わなければならない。

３．完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。　

　日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（２８．５％）以上を達成しているものとみなす。

　　月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状況を

　　対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間及び夏期休暇３日間、工場製

　作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の

　責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象期間に含まない。工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注

　者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象期間に含まない。工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、

　受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業

　いう。

　と期間を決定するものとする。

　上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計

４．現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降

　雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

５．完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日以上の現場閉所を行ったと認め

　られる状態をいう。なお、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。ただし、受注者の責によらず土

　日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。

　　月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が２８．５％（８日／２８日）以



　　通期の４週８休とは、対象期間内の現場閉所率が、２８．５％（８日／２８日）の水準の状態をいう。

　所状況に応じて補正係数を乗じるものとする。ただし、土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ編第Ⅱ章市場単価に掲載されている工

　種のみ補正対象とする。なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。

６．週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施す

　る受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

７．週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

　　１）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

　　２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

　　　当初予定価格では、月単位の４週８休の補正係数を各経費に乗じている。休日率の達成状況を確認後、完全週休２日を達成した場

　　合は、完全週休２日（土日）の補正係数に設計変更をする。なお、月単位の４週８休に満たないものについては、補正を減ずる設計

　　変更をする。

　　１）現場の閉所状況

　　　上記５に示した現場の閉所状況を達成した場合。

　　２）補正方法

　　　・共通仮設費率　　　　１．０２

　　　・現場管理費率　　　　１．０３

　　　・共通仮設費率　　　　１．０１

　　　・現場管理費率　　　　１．０２

　　　・労務費　　　　　　　１．０２

　　【補正係数】 　　　完全週休２日（土日） 　　　４週８休以上（月単位）

９．現場の閉所状況に応じて、以下の補正係数を、労務費、共通仮設費率、現場管理費率に乗じる。市場単価方式についても、現場の閉

８．週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

　　市場単価方式の週休２日補正係数は、右記ホームページによる URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/shukyufutsuka.html

１０．週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期

　　　内での期限を設ける必要がある場合は、対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

　　　・労務費　　　　　　　１．０２



量費用等のすべては受注者の責任によるものとする。

　工　程　・　用　地　関　係　

・汚水桝、マンホール設置箇所について、オフセット（３点）をとり出来型図に必ず明示すること。

・本工事区間に施工時間の制限条件があるため、別途協議する。

・現場着手は、汚水桝設置箇所の確認をするため、施工業者が測量を行い、設置予定箇所に赤でマーキングし、確認終了後に着手

すること。

・施工箇所に設置してある用地境界杭・ピン等は、引き抜きや損傷をあたえないように施工すること。測量を実施した段階で、近

接・支障となる場合は、監督員に報告し、指示を受けること。これを怠ったことにより境界杭等の紛失や損害に係る補償費用、測

・現場着手前（舗装切断前）に測量が終了した段階で、監督員に報告すること。報告があり次第、建設課と監督員で用地境界杭・

ピン等がないか確認するので、確認終了後に現場着手すること。

・飲食店・商店等前の施工は、定休日に施工する等十分配慮すること。

・舗装復旧前（舗装撤去終了後）に、道路管理者の路盤検査を受けるため、工程を監督員に報告し、路盤検査終了後に舗装復旧を

行うこと。



下水道工事に伴う注意事項について

・下水道事業は、管渠工事終了後には受益者負担金の賦課、排水設備設置の義務等住民の方の協力なくしては成り立たない事業で

あるので、工事中は極力迷惑をかけないよう細心の配慮をして施工すること。

・工事中は下記の点に注意し施工すること。

①工事施工は原則午前８時から午後５時までとし、遅くとも午後６時には後片付けまで終了すること。作業の進捗により終了時間

が遅くなる場合は必ず監督員に報告し、指示を受けること。

②工事施工前に、付近住民の方に細心の配慮をして必ず周知すること。

③施工工程は余裕を持って計画し、安全管理に万全を期すこと。

④契約工期は、余裕を持って設定しているため、土・日曜日、祝日の施工は極力行わないこと。また、どうしても施工する場合は

前日の午前中までに休日施工願いを提出し、監督員の承諾を得ること。

⑤朝礼等でこのことを工事従事者全員に周知し、共通認識の元適切に施工すること。



　　　受注者は、作業にあたって、下水道施設の付近では絶対に裸火を使用しないこと。

　　じるとともに、呼吸用防護具等を常備すること。

　　　なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録・保存し、監督員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。

（３）作業中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び他関係機関に

　　緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。

（４）資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。

４．その他

（１）受注者は、作業に従事する者に対して、定期的に当該作業に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。

（２）受注者は、厚生労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。

３．労働災害防止

（１）現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。

（２）マンホール、管渠などに出入りし、またはこれらの内部で作業を行う場合は、厚生労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任

　　者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を作業開始前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講

酸素欠乏・硫化水素等有毒ガスによる事故防止について

１．現場体制

（１）既設マンホール内（管路含む）で作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事

させること。

（２）施工計画書に、酸素欠乏危険作業主任者届を添付すること。(第２種酸素欠乏作業者主任者技能修了証の写しを添付のこと。)

２．安全教育



・排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

２．環境保全対策

と。

・本工事の施工については通常の施工法によるものとするが、万一公害が生じたり、また生じる恐れがある場合は、別途協議する。

１．騒音・振動対策

　公 害 対 策 に つ い て　

・「低騒音・低振動型建設機械指定事項」に基づき指定されている建設機械を使用すること。

・本工事の施工にあたっては、騒音・振動の測定を行う場合があり、測定方法等について監督員と協議する。

・本工事区間は、住宅地等が近接しているので、特に施工に際しては、騒音・振動等の公害防止策は通常より十分な配慮をするこ

・本工事に伴い、周辺地盤の変状を監視するものとし、変化が生じた場合には速やかに監督員へ報告する。

なお、測定箇所・方法については監督員と協議する。



排出ガス対策型建設機械について

・排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

・施工計画書に排対か非排対かを明記することとする。

・写真撮影により確認出来るようにする。



・本工事区間内に支障物件はないが、試掘調査等において支障がでた場合は、監督員と協議する。

　工事支障物件について　

・本工事区間内おいて水道管・道路縦断排水管及びＮＴＴケーブル等が埋設されている。

　施工に当たっては、損傷を与えないよう企業管理者の立会を求めて入念に施工すること。

・現場着手前に、ＮＴＴと確認した地下埋設物確認書を提出すること。



全工種 作業場所の起終点 ２人／日 作業開始から作業終了まで 18
交通誘導警備業務に係る１
級又は２級検定合格者１名
以上

工種 配置場所 交通誘導員数 配置時間 配置日数 備考

　交 通 管 理 に つ い て　

・工事現場には、交通誘導員を配置し、交通事故防止、労働事故防止には万全を期すものとする。

・本工事区間は、道道歩道部を施工するため、一般車両の円滑な交通管理を行うものとする。

・本工事区間は、飲食店前等を施工するので、交通事故防止・歩行者の安全に万全を期すものとする。

・本工事において、交通誘導員は下記のとおり配置するものとする。なお、保全施設については、参考図書等を参照すること。



　交通誘導員の資格について　

１　　本工事は、公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場であるため、交通誘導員は

　　警備業法に定める警備員であって、下表に示す交通誘導警備業務に係る１級又は２級検定合格者を配置すること。

資 格 確 認 資 料

交通誘導警備業務に係る１級又は２級 交通誘導警備業務に係る１級又は２級

検定合格警備員 検定合格証明書（写し）

２　　交通誘導員の配置に当たっては、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、１級又は２級検定合格警備員を１人以上とす

　　ること。

３　　交通誘導員としての資格等を確認できる資料を施工計画書に添付すること。

４　　「公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線」については、北海道警察本部ホームページによる。



　土 工 に つ い て　

・残土置場は、砂原町有地とする。　

・残土処理に先立ち地形を実測し、又は量の確認が出来る資料（写真を含む）を提出すること。

・残土置場の敷均し方法については、監督員の指示を受け、１５ｔ級ブルドーザーを使用する。

・埋戻しに使用する流用土は監督員の指示するポイントで試験を行い、成績試験書を監督員に提出し、承諾を受けて使用すること。

・路体、路床、下層路盤の現場密度試験については、監督員の指示するポイント（３地点）で必ず実施すること。

・埋戻しについて、液状化対策のため締固密度を路体９０％以上、路床・路盤９５％以上とすること。

・残土処理後の整理については、監督員に通知し、その保全又は必要に応じて措置等を行うこと。

・発生する残土については、良質土は現場埋戻し土として流用するものとし、不良土は残土置場へ搬入する。



残土置場指定位置図

残土置場



・当該工事では循環税相当額を見込んでいないが、適切な工程管理において産業廃棄物が最終処分場または中間処理場に搬入されて、循

北海道循環資源利用促進税について

・当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイ

ので適正に処理すること。

クル等により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、北海道循環資源利用促進税（以下、「循環税」という。）が課税される

環税相当額が必要となる場合は、別途協議する。



・建込作業中、バックホウの打撃による建込作業は行ってはならない。

確認ができるよう管理しなければならない。

　仮　設　工　に　つ　い　て　

・機材の引抜きは、締固め厚さごとに引抜き、パネル部分の埋戻しと締固めを十分行い、監督員の検査を受けるか又は写真

・本開削工事における仮設物は任意とする。仮設方法は、施工計画書に記載し、監督員の承認を得ること。（図面の建込簡

・施工計画書に仮設物の応力計算書を添付すること。

易土留及び軽量鋼矢板は参考図とする。）
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　　アスファルトについて

合　　　　　材　　　　　名 再生合材混合率　　（％） 摘　　　　　　　　　　要

　　・　合材の標準配合は、下記のとおりである。

（ｔ／㎥）

（ｔ／㎥）

（ｔ／㎥）

50%

50%アスファルト安定処理（車道用）

2.15

2.30

2.35

（ｔ／㎥）

粗 粒 度 ア ス コ ン （ 車 道 用 ）

密 粒 度 ア ス コ ン （ 車 道 用 ）

（ｔ／㎥）

2.35

細 粒 度 ア ス コ ン （ 歩 道 用 ）

細粒度ギャップアスコン（車道用） 2.30

2.35 （ｔ／㎥）

密粒度ギャップアスコン（車道用）

50%

50%

50%

50%



mm
mm 95 100
mm 52 72
mm 40 60
μm 25 45
μm 16 33
μm 8 21
μm 6 11

600

13.2
4.75
2.36

３．密粒度アスコン（１３Ｆ）、再生密粒度アスコン（１３Ｆ）は、下記の粒度範囲と目標粒度を標準とする。

表－１　密粒度アスコン１３Ｆ、再生密粒度アスコン１３Ｆの粒度範囲

19
フ ル イ 目

密粒度アスコン１３Ｆ・再生密粒度アスコン１３Ｆ

～
～
～
～

97.5
62
50
35

アスファルト（密粒度アスコン１３Ｆ）舗装について

１．密粒度アスコン（１３Ｆ）及び再生密粒度アスコン（１３Ｆ）の配合設計にあたっては、下記事項及び北海道建設部土木工事共通
　仕様書、プラント再生舗装技術指針の規定によるものとする。なお、下記事項と北海道建設部土木工事共通仕様書の記載内容に相違
　がある場合は、本特記仕様書を優先するものとする。

100

２．対象混合物は、密粒度アスコン（１３Ｆ）及び再生密粒度アスコン（１３Ｆ）（再生骨材混合率２０～５０％）とする。

100
粒 度 範 囲 目 標 粒 度

通
過
重
量
百
分
率

～
～
～

共通範囲の中央値

300
150

24

8.575
14.5

　設計するアスファルト量は、全ての基準値を満足するアスファルト量の範囲（共通範囲）の中央値とし、概ね５．０～７．０
　％を目標とするが、５．０％未満となる場合には、積雪寒冷地における耐久性確保の観点から、再検討を行うこと。

４．仕様書及び関連図書類に記載されていない事項については、工事監督員と協議するものとする。

（概ね５．０～７．０％程度を目標）
１．７程度

（再生混合物の場合はＦ／Ａ値にこだわらない）
Ｆ／Ａ

設計アスファルト量



　予定しているが、１０月３１日以前の施工となる場合は、別途協議するものとする。

 　の施工となる場合は、別途協議するものとする。

　ケース２（施工工程上、１１月１日以降の施工完了予定となる工事の記載例）

　○附帯工の内、車道表層舗装の細粒度アスコン（または細粒度ギャップアスコン）は施工工程上、１１月１日以降の施工を

アスファルト（密粒度アスコン１３Ｆ）舗装の

「設計変更」

 　ケース１（施工工程上、１０月３１日までに施工完了予定となる工事の記載例）

 　○附帯工の内、車道表層舗装の密粒度アスコンは施工工程上、１０月３１日までの施工を予定しているが、１１月１日以降

　　　　　冬期（１１月１日以降）の取扱について

・密粒度アスコンの使用については原則１０月３１日までとし、冬期に係る設計変更の取扱については以下のとおりである。



・

 ・

：函館建設管理部管内（受入可能な施設のうち積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

：片道運搬距離２２㎞以内

：特になし

 最終処分

想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない

化等を実施することとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載する

（１）処分場所

：再資源化

建設リサイクル法に係る対象建設工事について

１　この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄

２　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、次のとおり再資源

物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

こと。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上

Ⅰ　アスファルト塊

事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

 Ⅱ　コンクリート塊

 （１）処分場所  ：函館建設管理部管内（受入可能な施設のうち積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

（２）運搬距離

（３）処理方法

（４）受入条件

３　当該工事受注後速やかに再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の必要事項を記載し工事監督員に提出すること。

　また、実施状況を把握し、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、工事完成後工事監督員に提出するとともに、１年

間保存すること。

 （２）運搬距離  ：片道運搬距離　　㎞以内

 （３）処理方法  ：再資源化  最終処分

 （４）受入条件  ：特になし



７．パンフレット・工法説明ビデオ ８．地域対策費等（地域行事等の経費含む） ９．社会貢献

３．工事完成時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出する。

安 全 関 係
１．工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）
２．盗難防止対策（警報機等） ３．避暑・防寒対策

地 域 連 携
１．完成予想図 ２．工法説明図 ３．工事工程表 ４．デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）
５．見学会等の開催（イベント等の実施含む）

５．昇降設備の充実 ６．環境負荷の低減

６．見学所（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）の設置及び管理運営

営 繕 関 係
１．現場事務所・監督員詰所の快適化 ２．労働者宿舎の快適化
３．デザインボックス（交通誘導員待機室）の快適化 ４．現場休憩所の快適化
５．健康関連設備及び厚生施設の充実等

　　は、施工計画書を提出する際に協議する。

［別　　表］

計 上 費 目 実施する項目（率計上分）

仮 設 備 関 係
１．用水・電力等の供給設備の充実 ２．緑化・花壇 ３．ライトアップ施設
４．見学路及び椅子の設置

現場環境改善について

１．現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うた

めに実施することを目的とする。

２．現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。

（１）次の［別表］より、実施する項目を選択する。

（２）実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち５項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期について



　産業廃棄物処理について　

・工事に伴う、産業廃棄物の処理は、産業廃棄物許可施設へ運搬すること。

・マニュフェストを必ず使用し、原本を５年間保管すること。また、コピー提出の義務はないが、完成検査時には原本を持参すること。



関し建設業法第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさど

るもの（監理技術者）を置かなければならない。

　そ　　　　の　　　　他　

1．主任技術者及び監理技術者の設置

・建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し建設業法第七条第二号イ、ロ又はハに該当

する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（主任技術者）を置かなければならない。

・発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額

が建設業法第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に



らない。

・工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければな

２．主任技術者及び監理技術者の職務

理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければな

らない。

・主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管



４　社内検査結果は、検査状況写真を添付し、検査の都度報告するものとする。又、工事完成時の社内検査結果は完成通知書と

　同時に提出することとする。

社　　　内　　　検　　　査

１　受注者は、工事の完成時、主要な施工の段階の区切り、さらには工事の重要な部分で工事完成後に手直し又は検査が困難と

　なる箇所について自主的に社内検査を行い、その結果を工事監督員に報告しなければならない。

２　受注者は、施工計画書の作成時に社内検査員、検査箇所、検査数量等について計画し、工事監督員の確認を得るものとする。

３　社内検査員は、当該工事の現場代理人、主任技術者以外の者で受注者があらかじめ指定した職以上にある者を原則とする。



Ａ

分類 書 類 名 提 出 時 期 提 出 先 数 量 対 象 工 事 備 考 確認

① 工事着手届 契約後速やかに 監督員経由 2 すべて Ａ Ｂ Ｃ

① 工事工程表 契約締結から14日以内 監督員経由 2 すべて Ａ Ｂ Ｃ 労働基準監督署の押印が必要

① 現場代理人等指定通知書 契約後速やかに 監督員経由 2 すべて Ａ Ｂ Ｃ 経歴書添付

① 建退共関係 契約後速やかに 監督員経由 2 すべて Ａ Ｂ 一部原本・一部複写

① 労働者災害補償保険料報告書契約後速やかに 監督員経由 2 すべて Ａ Ｂ

① 共同企業体編成表 契約後速やかに 監督員経由 2 共同企業体受注時

① 下請人選定通知書 契約後速やかに 監督員経由 2 すべて Ａ Ｂ Ｃ 注文請書のコピー添付、施工体系図添付

① 工事カルテ（コリンズ） 契約後10日以内 監督員経由 1 ５００万円以上 Ａ Ｂ 変更・完成時も必要

② 施工体制台帳 都度（成果品） 監督員 1 ２００万円以上

② 施工計画書 現場着手前（成果品） 監督員 1 すべて Ａ Ｂ 道路使用・消防届出・ＮＴＴ確認書・汚水桝確認書等含む

② 使用材料承諾届 使用前（成果品） 監督員 1 すべて Ａ Ｂ 成績試験表を添付すれば品質管理には添付不要

①・② 工事施工協議簿 指示・承諾・協議・検査・確認時（成果品） 監督員 2 すべて Ａ Ｂ Ｃ 段階確認・立会願い・社内検査結果等含む

② 安全訓練等実施報告書 成果品（監督員の請求があった場合は直ちに提示） 監督員 1 すべて Ａ Ｂ・Ｃは提示のみ

② 履行報告書 履行報告書（毎月）、週間工程表（毎週）、休日作業願いは都度（成果品） 監督員 1 すべて Ａ 履行報告・週間工程表はメール可、共通仕様書Ⅱ-1-9

② 出来形管理図書 成果品 監督員 1 すべて Ａ Ｂ Ｃ 出来形数量一覧表・出来形管理図書・出来形図等（Ａ－１、Ａ－３両方、ＣＡＤデータはＣＤＲ提出）

② 品質管理図書 成果品 監督員 1 すべて Ａ Ｂ 現場試験・資材試験等

② 工事写真 成果品 監督員 1 すべて Ａ Ｂ Ｃ Ａ・Ｂは電子データー（CD-ROM）も必ず提出

② 建設副産物処理簿 成果品 監督員 1 すべて Ａ Ｂ Ｃ マニュフェストは、原本を完成検査時に持参。残土処理も含む

② 交通誘導員集計表 成果品 監督員 1 すべて Ａ Ｂ 伝票は提示のみ

② 現場環境改善実施報告書 成果品 監督員 1 現場環境改善対象工事 実施内容（金額等）・写真等

① 工事完成通知書 工事完成時 監督員経由 2 すべて Ａ Ｂ Ｃ 完成前・後写真添付する

③ ＣＯＢＲＩＳ関係 完成後速やかに 監督員 1 １００万円以上 Ａ Ｂ Ｃ 計画書は施工計画書に添付、実施書は再資源化等報告書に添付

① 再資源化等報告書 再資源化完了後速やかに 監督員経由 1 リサイクル法対象工事 Ａ Ｂ 再生資源利用実施書・促進実施書を添付

対象工事のみ

対象工事のみ

対象工事のみ

※１．当工事は提出ランクＡを適用します。

※２．リストに無いもので特に提出の必要があると判断された場合は、監督員から指示する場合があります。

※３．分類　①契約図書　②成果品　③その他

提　出　書　類　確　認　一　覧　表　（参考資料）

工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線管渠新設工事（第１工区）
提出ランク

令和　　年　　月　　日現在

提 出 ラ ン ク



Ａ

区 分 工 種 撮 影 項 目 撮影頻度（時期） 提出数 備 考 確認

着工前 全景又は代表部分写真 着手前１回（着手前） 1 Ａ Ｂ Ｃ

完成 全景又は代表部分写真 施工完了後（完成後） 1 Ａ Ｂ Ｃ

全景又は代表部分の進捗状況 月１回（月末） 適宜 Ａ Ｂ Ｃ

施工中の写真 工種、種類毎に１回（施工前後） 適宜 Ａ Ｂ Ｃ

仮設 使用材料、仮設状況、形状寸法 １施工箇所に１回（施工前後） 代表箇所１ Ａ Ｂ

図面との不一致 図面と現地との不一致写真 必要に応じて（発生時） 不要 Ａ Ｂ 工事施工協議簿に添付

各種標識類の設置状況 各種類毎に１回（設置後）

各種保安施設の設置状況 各種類毎に１回（設置後） Ａ Ｂ

監視員交通整理状況 各１回（設置後）

安全訓練等実施状況 実施毎に１回（実施中） 不要 Ａ 安全訓練等実施状況報告書に添付

形状寸法・使用数量・保管状況 各品目毎に１回（使用前） 不要 Ａ 品質証明に添付

品質証明（JISマーク） 各品目毎に１回 品目毎１ Ａ

検査実施状況 各品目毎に１回（検査時） 不要 Ａ

品質管理写真 Ａ Ｂ

出来形管理写真 Ａ Ｂ

その他 環境対策、現場環境改善等 各施設設置状況 各種毎１回（設置後） 適宜 Ａ Ｂ

品質管理写真撮影箇所一覧表参照

出来形管理写真撮影箇所一覧表参照

※１．当工事は提出ランクＡを適用します。

※２．リストに無いもので特に提出の必要があると判断された場合は、監督員から指示する場合があります。

※３．その他（財）下水道新技術推進機構発行の「下水道土木工事必携（案）」２．下水道土木工事施工管理基準及び規格値（案）のⅡ．写
真管理基準（案）参照のこと。

施工状況写真

工事施工中

安全管理 安全管理
全景１

使用材料 使用材料

提　出　写　真　確　認　一　覧　表　（参考資料）

工事名 森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線管渠新設工事（第１工区）
提出ランク

提 出 ラ ン ク

着手前及び完成写真


